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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部を有する操作用パネルと、機器の内部と外部とが連通している開口とを有し、前
記開口が操作者の方に向いて配置されている電子機器において、
　前記操作用パネルと、前記操作用パネルを電子機器本体に回動可能に連結する連結部と
を備えた操作用パネルユニットを、前記操作部を有する面とは反対側の面が前記開口に向
くように前記連結部により前記電子機器本体に連結し、
前記反対側の面に吸音部材を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
前記吸音部材としてヘルムホルツ共鳴器を用いたことを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器において、
前記ヘルムホルツ共鳴器を複数備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項３に記載の電子機器において、
前記ヘルムホルツ共鳴器における連通部の連通方向が、互いに異なる向きになるように配
置された、複数の前記ヘルムホルツ共鳴器を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　請求項４に記載の電子機器において、
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前記ヘルムホルツ共鳴器の連通部を形成する壁面が半球面状の壁面であり、前記ヘルムホ
ルツ共鳴器の連通部が半球面状の壁面に対して放射状になるように設けたことを特徴とす
る電子機器。
【請求項６】
　請求項３乃至５のいずれか一に記載の電子機器において、
前記ヘルムホルツ共鳴器の共鳴周波数を規定する要素である、空洞部の体積、連通部の開
口面積、連通部の連通方向の長さ、の組み合わせが、それぞれ異なる、複数の前記ヘルム
ホルツ共鳴器を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　請求項２乃至６のいずれか一に記載の電子機器において、
前記ヘルムホルツ共鳴器の連通部を、前記ヘルムホルツ共鳴器の空洞部の内側に向けて凸
になるように形成したことを特徴とする電子機器。
【請求項８】
　請求項２乃至７のいずれか一に記載の電子機器において、
前記ヘルムホルツ共鳴器の連通部を着脱可能にしたことを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　請求項２乃至８のいずれか一に記載の電子機器において、
前記ヘルムホルツ共鳴器の連通部が前記開口の方に向くように、前記操作用パネルユニッ
トを配置したことを特徴とする電子機器。
【請求項１０】
　請求項１乃至８のいずれか一に記載の電子機器において、
　前記連結部は、水平軸を中心に前記操作用パネルを鉛直面に沿って回転させるチルトヒ
ンジであることを特徴とする電子機器。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一に記載の電子機器において、
前記操作用パネルが着脱可能であることを特徴とする電子機器。
【請求項１２】
　電子写真方式の画像形成装置において、
請求項１乃至１０のいずれか一に記載の電子機器の構成を備えたことを特徴とする画像形
成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器および画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、ファクシミリ、プリンタ等の画像形成装置や、その他のＯＡ機器、家電製品な
ど、電子機器においては、モータなどの駆動源、および、その駆動源によって駆動される
機構を備えているため、電子機器の稼動時に騒音が発生する。例えば、電子写真方式の画
像形成装置では、画像形成時には、各種駆動部の駆動音や、光書込ユニットのポリゴンミ
ラーが回転するときの音、給紙の際に用紙間が接触する音などが発生する。電子機器から
発生するこれらの騒音を低減させるために、従来からヘルムホルツ共鳴器を用いた静音化
技術が提案されている。
【０００３】
　特許文献１には、画像形成装置などの機器の、箱体状のベース部材の中に、連通部を装
置内部の方に向けたヘルムホルツ共鳴器を少なくとも１つ備え、ヘルムホルツ共鳴器の形
状を、機器の稼動時に発生する騒音の周波数に対応させた消音機構が記載されている。こ
れにより、格別の占有スペースをとることなく、機器の稼動時に発生する周波数レベルの
高い騒音を低減できるとしている。
【０００４】



(3) JP 6380833 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

　特許文献２には、画像形成装置などの機器において、ヘルムホルツ共鳴器を機器の外装
カバーと一体構造とし、ヘルムホルツ共鳴器の連通部を機器内部の方に向けた消音機構が
記載されている。これにより、機器の稼動時に機器内部から発生する騒音を抑えることが
できるとしている。
【０００５】
　特許文献３には、用紙を一枚一枚分離して給紙する機構を有する、複写機、ファクシミ
リ、プリンタなどに備えられた給紙装置において、複数のヘルムホルツ共鳴器を有し、こ
れらのヘルムホルツ共鳴器の開口が全て用紙側にくるように配設したガイド板からなる消
音機構が記載されている。これにより、給紙動作を行っている際に、給紙装置から発生す
る振動が、給紙される用紙に伝播され、用紙が振動することによって発生する騒音を低減
することができるとしている。
【０００６】
　特許文献４には、ハウジング内に用紙トレイを有する画像形成装置において、ハウジン
グ内の、用紙トレイと対向する位置に、ヘルムホルツ共鳴器が支持された消音機構が記載
されている。これにより、給紙の際に用紙トレイの周辺部で生じる、用紙間の摩擦音や用
紙と給紙部材との接触音などを低減することができるとしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　例えば、画像形成装置の排紙部など、機器の内部と外部とが連通している開口を有して
いる電子機器では、電子機器の内部で発生した騒音が開口から漏れ出してくる。操作者が
、この開口に対向して機器の操作を行う構成になっている電子機器では、電子機器の内部
で発生した騒音が機器の操作者に達して、操作者に不快感を与えるという問題があった。
しかしながら、特許文献１～４の消音機構では、いずれもこの問題に配慮されていない。
【０００８】
　本発明は以上の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、機器の内部と外部とが
連通している開口が、機器の操作者の方に向いて配置されている構成の電子機器において
、電子機器の内部で発生した騒音が、この開口から漏れ出して機器の操作者に達し、操作
者に不快感を与えることを防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　操作部を有する操作用パネルと、機器の内部と外部とが連通している開口とを有し、前
記開口が操作者の方に向いて配置されている電子機器において、
　前記操作用パネルと、前記操作用パネルを電子機器本体に回動可能に連結する連結部と
を備えた操作用パネルユニットを、前記操作部を有する面とは反対側の面が前記開口に向
くように前記連結部により前記電子機器本体に連結し、
前記反対側の面に吸音部材を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　機器の内部と外部とが連通している開口が、機器の操作者の方に向いて配置されている
構成の電子機器において、電子機器の内部で発生した騒音が、この開口から漏れ出して機
器の操作者に達し、操作者に不快感を与えることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態の画像形成装置の概略構成図。
【図２】同画像形成装置の外観の斜視図。
【図３】同画像形成装置における操作用パネルユニットの概略構成図。
【図４】同操作用パネルユニットにおける操作用パネルのヘルムホルツ共鳴器の概略図。
【図５】同操作用パネルユニットの吸音効果の説明図。
【図６】身長の異なるユーザーに対する同操作用パネルユニットの吸音効果の説明図。
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【図７】同操作用パネルにおけるヘルムホルツ共鳴器の変形例の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を適用した画像形成装置として、電子写真方式の複写機（以下、単に「複
写機５００」という）の一実施形態について説明する。
　まず、本実施形態に係る複写機５００の基本的な構成について説明する。
　図１は、複写機５００の全体の構成例を示す概略構成図である。
　図１に示す複写機５００は、イエロー（以下、Ｙ）、マゼンタ（以下、Ｍ）、シアン（
以下、Ｃ）、ブラック（以下、Ｋ）の４色トナーから一画像を形成するカラー画像形成装
置である。この複写機５００は、画像形成部６０、給紙部２、画像形成対象である原稿の
画像を読み取る画像読取手段としてのスキャナ３などを備えている。また画像形成部６０
の図中右側側方には、反転搬送部としての反転装置３１が設けられている。
【００１３】
　画像形成部６０は、各色を形成する４つの作像ユニット５Ｙ，５Ｍ，５Ｃ，５Ｋを備え
ており、これらが図中矢印Ｆ方向に表面移動する中間転写ベルト１２１に沿って配置され
ている。各作像ユニット５Ｙ，５Ｍ，５Ｃ，５Ｋは、ドラム状の像担持体としての感光体
１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋをそれぞれ有している。さらに、画像形成部６０は、光書込ユニ
ット４を備えている。
【００１４】
　中間転写ベルト１２１の内側には、感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋから中間転写ベルト
１２１上にトナー像を転写する一次転写ローラ３４Ｙ，３４Ｍ，３４Ｃ，３４Ｋを設けて
いる。一次転写ローラ３４Ｙ，３４Ｍ，３４Ｃ，３４Ｋよりも下流側には、中間転写ベル
ト１２１表面に対向するように二次転写ローラ３３を設けている。また、二次転写ローラ
３３よりも下流には、トナー像転写後の中間転写ベルト１２１表面のクリーニングをする
図示しない中間転写ベルトクリーニング装置を設けている。なお、本実施形態の複写機５
００では、これらは一体的に構成され、複写機５００本体に脱着可能な中間転写ユニット
１２０の形態をなしている。なお、作像ユニット５Ｙ，５Ｍ，５Ｃ，５Ｋ、光書込ユニッ
ト４、中間転写ユニット１２０、定着装置８等は、スキャナ３で読み取った画像情報に基
づいて記録材としての転写紙Ｐに画像を形成する画像形成手段を構成する。
【００１５】
　光書込ユニット４は、光源から発したレーザー光Ｌを、図示しないポリゴンモータによ
って回転駆動したポリゴンミラーで主走査方向に偏光しながら、複数の光学レンズやミラ
ーを介して感光体に照射するものである。ＬＥＤアレイの複数のＬＥＤから発したＬＥＤ
光によって光書込を行うものを採用してもよい。
【００１６】
　画像形成部６０の上方に配置されたスキャナ３は、光源を有する第一走行体、ミラーを
有する第二走行体、結像レンズ及び読取センサ（いずれも不図示）等から構成されている
。各作像ステーション５Ｙ，５Ｍ，５Ｃ，５Ｋの下方には、感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１
Ｋに書込光Ｌを照射可能な光書込ユニット４を備えている。また、画像形成部６０の下方
には、給紙部２を設けている。給紙部２は、転写紙Ｐを収容する給紙カセット２ａ、給紙
手段である給紙ローラ２７を備えている。また、二次転写ローラ３３の上方には、転写紙
Ｐ上の画像を定着する定着装置８と、排紙ローラ２６とを設けている。
【００１７】
　４つの作像ユニット５Ｙ，５Ｍ，５Ｃ，５Ｋは、収容するトナーの色が異なる以外は、
同一の構成であるため、以下、色分け符号を適宜省略して説明する。作像ユニット５は、
感光体１の周りに、感光体１表面に電荷を与える図示しない帯電装置、感光体１表面に形
成された潜像を各色トナーで現像してトナー像とする図示しない現像装置を備えている。
また、トナー像転写後の感光体１表面のクリーニングをする図示しないクリーニング装置
が配置されている。
【００１８】
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　次に、本実施形態に係る複写機５００の動作例について説明する。
　画像開始の信号を受けると、中間転写ベルト１２１が表面移動を開始する。同時に、イ
エロー用作像ユニット５Ｙでは、イエロー用感光体１Ｙを図示しない帯電装置により一様
に帯電し、露光装置４によりレーザ光を照射され静電潜像を形成する。静電潜像は、図示
しない現像装置により現像され、これによりイエロー用感光体１Ｙにイエローのトナー像
が形成される。同様にして、他の色用の作像ユニット５Ｍ，５Ｃ，５Ｋにおいても、各感
光体１Ｍ，１Ｃ，１Ｋに、それぞれマゼンタ、シアン、黒のトナー像が形成される。中間
転写ベルト１２１の表面移動に伴い、各色トナー像は一次転写ローラ３４Ｙ，３４Ｍ，３
４Ｃ，３４Ｋで順次転写され、中間転写ベルト１２１上に合成カラー画像を形成する。な
お、各色の作像動作は、そのトナー像が中間転写ベルト１２１の同じ位置に重ねて転写さ
れるように、上流側から下流側に向けてタイミングをずらして実行される。
【００１９】
　一方、給紙カセット２ａから給紙ローラ２７により転写紙Ｐが給紙され、中間転写ベル
ト１２１と二次転写ローラ３３とによって形成される二次転写ニップ部に搬送される。そ
して、中間転写ベルト１２１上の合成カラー画像を二次転写ローラ３３で転写して転写紙
Ｐ上にカラー画像を転写する。画像転写後の転写紙Ｐは、定着装置８へと送り込まれ、転
写画像を定着される。定着装置８内で定着処理が施された転写紙Ｐは、排紙ローラ２６に
より排紙トレイ３０上にスタックされるか、もう一方の面にもトナー像を形成するために
反転装置３１に送られるかのいずれかの搬送形態が選択される。
【００２０】
　また、トナー像転写後の各感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋ上の残留トナーは、それぞれ
のクリーニング装置によってクリーニングされる。また、トナー像転写後の中間転写ベル
ト１２１上の残留トナーは、図示しない中間転写ベルトクリーニング装置によってクリー
ニングされる。各感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｋ上から回収された廃トナーは、各クリー
ニング装置内に設けられた図示しない廃トナー搬送スクリュにより、複写機５００内に設
けられ廃トナーボトル３００に排出される。また、中間転写ベルト１２１上から回収され
た廃トナーは、中間転写ベルトクリーニング装置内の図示しないベルト廃トナー搬送スク
リュにより、複写機５００内に設けられた廃トナーボトル３００に排出される。
【００２１】
　また、画像形成によりトナーを消費した各現像装置には、図１中左上方の、イエロー、
マゼンタ、シアン、黒の各トナーが充填されたトナーボトル７Ｙ，７Ｍ，７Ｃ，７Ｋから
図示しない搬送経路によって、所定の補給量だけ各色の現像装置にトナーが補給される。
なお、四つの作像ユニット５Ｙ，５Ｍ，５Ｃ，５Ｋ及びトナーボトル７Ｙ，７Ｍ，７Ｃ，
７Ｋの配列順は図１に示す例に限定されるものではない。
【００２２】
　図２は、複写機５００の外観を示す斜視図である。点線で示したエリアは、画像形成後
の用紙を排出する排紙部である。排紙部の上方には、操作者が複写機５００の操作を行う
ための操作用パネルユニット７０が取り付けられている。
【００２３】
　次に、本発明に係る操作用パネルユニット７０の特徴部について説明する。
　図３は、本発明に係る操作用パネルユニット７０の概略構成を示す図である。図３（ａ
）に示すように、操作用パネルユニット７０は、操作用パネル７１とヒンジ部７２とから
構成されている。また、図３（ｂ）に示すように、操作用パネル７１は、操作パネル本体
１９０と、操作パネル本体１９０の裏面に配備された吸音部２００から構成されている。
ヒンジ部７２はチルトヒンジであり、水平軸を中心として操作用パネル７１を矢印Ｃの方
向に回動させることができる。
【００２４】
　図４は、操作用パネル７１における吸音部２００について説明する図である。なお、吸
音部２００として、本実施形態ではヘルムホルツ共鳴器を用いているが、これに限るもの
ではない。例えば、有孔板や音響管など、ヘルムホルツ共鳴器と同様に共鳴現象を利用し
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た吸音機構によるものや、発砲ウレタン、グラスウール、フェルト、布、紙などの吸音性
を有する材料で構成された吸音部材によるものであってもよい。
　吸音部２００には、少なくとも１つ以上のヘルムホルツ共鳴器を備えている。ヘルムホ
ルツ共鳴器の空洞部２０１を形成する壁面のうち空洞部２０１と外部とを連通する連通部
２０３が設けられた壁面を形成する第一部材である連通部形成板２２０を備える。空洞形
成部２１０、および連通部形成板２２０は、金属材料、樹脂材料のいずれによって形成し
てもよい。連通部形成板２２０にはフランジ部２２１が形成されており、このフランジ部
２２１の内側が断面積Ｓ、長さＨの連通部２０３となる。
【００２５】
　ヘルムホルツ共鳴器は、連通部２０３の開口部２０２を吸音対象の音の音源に向けて配
置することにより、吸音したい音が連通部２０３に入射し、吸音効果を得ることができる
。図４に示すヘルムホルツ共鳴器で、空洞部２０１の体積を「Ｖ」、連通部２０３の開口
面積を「Ｓ」、連通部２０３の連通方向の長さを「Ｈ」、音速を「ｃ」とし、吸音部２０
０での吸音周波数を「ｆ」とすると、以下の（１）式が成り立つ。
　ｆ＝ｃ／２π×｛Ｓ／（Ｖ×Ｈ）｝１／２　　　・・・・（１）
　（１）式に示すように、吸音装置２００によって吸音する音の周波数は、空洞部２０１
の体積Ｖ、連通部２０３の長さＨ及び連通部２０３の断面積Ｓによって求めることができ
る。よって、ヘルムホルツ共鳴器における、空洞部２０１の体積Ｖ、連通部２０３の長さ
Ｈ及び連通部２０３の断面積Ｓは、吸音したい音の周波数に合わせて決めるようにすれば
よい。例えば、低周波数の音を吸音したい場合には、空洞部２０１の体積Ｖを大きくした
り、連通部２０３の長さＨを長くしたり、連通部２０３の断面積Ｓを小さくしたりすれば
よい。ただし、ヘルムホルツ共鳴器では連通部２０３内に入射した音を吸音することにな
るため、連通部２０３の断面積Ｓは大きい方が吸音効果を高めることができるので、吸音
する音の周波数を低周波数にするために連通部２０３の断面積Ｓを極端に小さくすること
は望ましくない。
【００２６】
　図５は、操作用パネルユニット７０による吸音効果について説明する図である。
　図５（ａ）に示すように、複写機５００の内部で発生する騒音が外部に漏れ出てくる箇
所である排紙部（図中点線で示す）と、操作者の頭部との経路上（図中の矢印ｎ）に、操
作用パネルユニット７０が配置されている。吸音部２００におけるヘルムホルツ共鳴器の
連通部２０３が、操作者の頭部との経路上にくるようにしたときに吸音効果は最も高くな
る。図５（ｂ）は、図５（ａ）における操作用パネルユニット周辺を拡大した図である。
図５（ｂ）に示すように、複写機５００の内部で発生し排紙部に漏れ出てくる音は、排紙
部と操作者の頭部との経路（図中矢印ｎ）に沿って吸音部２００におけるヘルムホルツ共
鳴器に到達し、連通部２０３内に入射し、空洞部２０１で吸音される。
【００２７】
　図６は、身長の異なるユーザーに対する操作用パネルユニット７０の吸音効果について
説明する図である。
　操作用パネルユニット７０はヒンジ部７２がチルトヒンジなので、操作者は、操作者自
身の身長に対して操作がしやすくなるように、操作用パネルユニット７０の角度を変える
ことができる。操作用パネルユニット７０の角度を変えると、それに応じて吸音部２００
におけるヘルムホルツ共鳴器の連通部２０３の角度も変わることになる。図６（ａ）は操
作者の身長が高い場合、図６（ｂ）は操作者の身長が低い場合について示した図である。
いずれの場合においても、複写機５００の内部で発生し排紙部に漏れ出てくる音は、排紙
部と操作者の頭部との経路（図中矢印ｎ）に沿って吸音部２００におけるヘルムホルツ共
鳴器に到達し、連通部２０３内に入射し、空洞部２０１で吸音される。これにより、操作
者の身長の高低に係わらず、複写機５００の内部で発生し排紙部に漏れ出てくる音が操作
者に到達することを防止することができる。
【００２８】
[変形例]
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　図７は、操作パネル７１における吸音部２００の変形例について示す図である。
　図７（ａ）は、吸音部２００において、連通部２０３の連通方向（図中矢印ｎ１、ｎ２
）が異なる複数のヘルムホルツ共鳴器を配置したものである。ヘルムホルツ共鳴器で吸音
させるためには、吸音対象の音が連通部２０３に入射するようにしなくてはならない。操
作用パネル７１に複数のヘルムホルツ共鳴器を備えたことにより、吸音対象の音がヘルム
ホルツ共鳴器の連通部２０３に入射し、ヘルムホルツ共鳴機によって吸音される確率を高
めることができる。
　図７（ｂ）は、吸音部２００において、複数のヘルムホルツ共鳴器の、連通部２０３を
形成する連通部形成板２２０が半球面状の壁面であり、連通部２０３が半球面状の連通部
形成板２２０の壁面に対して放射状になるように設けたものである。機器の内部で発生し
た音が外部へと漏れ出てくる箇所が複数ある場合、半球面状の連通部形成板２２０に対し
て、連通部２０３が放射状になるように設けることにより、連通部２０３の連通方向（図
中矢印ｎ３、ｎ４）が複数の方向になるため、吸音対象の音がヘルムホルツ共鳴器の連通
部２０３に入射し、ヘルムホルツ共鳴機によって吸音される確率を高めることができる。
　図７（ｃ）は、吸音部２００において、複数のヘルムホルツ共鳴器を設け、各ヘルムホ
ルツ共鳴器で吸音する周波数がそれぞれ異なるようにしたものである。例えば、ポリゴン
ミラーから発生する音や、駆動モータや駆動モータによって駆動される被駆動部材などの
駆動機構から発生する音など、吸音したい音の周波数に応じて、複数のヘルムホルツ共鳴
器を組み合わせるようにする。これにより、吸音したい音の周波数が複数ある場合に、そ
れぞれの音に対して吸音効果を高めることができる。
　図７（ｄ）は、吸音部２００において、ヘルムホルツ共鳴器の連通部２０３を、空洞部
２０１の内側に向けて凸になるように形成したものである。ヘルムホルツ共鳴器の連通部
２０３を空洞部２０１の外側に向けて凸になるように形成した場合、操作者が連通部の突
起に触れた際に怪我をする恐れがある。ヘルムホルツ共鳴器の連通部２０３を、空洞部２
０１の内側に向けて凸になるように形成したことにより、操作者が連通部２０３の突起で
怪我をする危険性がなくなる。
　図７（ｅ）は、吸音部２００において、連通部形成板２２０を着脱可能にしたものであ
る。これにより、吸音部２００に吸音させたい音の周波数を簡単に変更することができる
。
【００２９】
　以上に説明したものは一例であり、本発明は、次の態様毎に特有の効果を奏する。
（態様Ａ）
　機器の内部と外部とが連通している開口が、前記機器の操作者の方に向いて配置されて
いる構成の電子機器に使用され、操作部を有する面以外にも、前記電子機器の外部に晒さ
れている面を有している操作用パネルにおいて、前記操作部を有する面以外の面に吸音部
材を備えた。
　操作パネル７１に設けた吸音部材を、電子機器の内部と外部とが連通している開口の方
に向けた場合に、電子機器の内部で発生し開口から漏れ出した騒音は、電子機器の操作者
の方に向かう途中で吸音部材によって吸音されることになる。これにより、開口から漏れ
出した電子機器内部の騒音が、機器の操作者に達し、操作者に不快感を与えることを防止
することができる。
【００３０】
（態様Ｂ）
　態様Ａの操作用パネルにおいて、前記吸音部材としてヘルムホルツ共鳴器を用いた。
　操作用パネル７１の機器の外部に晒されている面に設けたヘルムホルツ共鳴機により、
機器の内部で発生し外部へと漏れ出てくる音を吸音させることによって、機器の操作者に
不快な音が達することを防止することができる。
【００３１】
（態様Ｃ）
　態様Ｂの操作用パネルにおいて、前記ヘルムホルツ共鳴器を複数備えた。
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　ヘルムホルツ共鳴器で吸音させるためには、吸音対象の音が連通部２０３に入射するよ
うにしなくてはならない。操作用パネル７１に複数のヘルムホルツ共鳴器を備えたことに
より、吸音対象の音がヘルムホルツ共鳴器の連通部２０３に入射し、ヘルムホルツ共鳴機
によって吸音される確率を高めることができる。
【００３２】
（態様Ｄ）
　態様Ｃの操作用パネルにおいて、前記ヘルムホルツ共鳴器における連通部の連通方向が
、互いに異なる向きになるように配置された、複数の前記ヘルムホルツ共鳴器を備えた。
　機器の内部で発生した音が外部へと漏れ出てくる箇所が複数ある場合、それぞれの該当
箇所の方にヘルムホルツ共鳴機の連通部２０３を向けることにより、吸音対象の音がヘル
ムホルツ共鳴器の連通部２０３に入射し、ヘルムホルツ共鳴機によって吸音される確率を
高めることができる。
【００３３】
（態様Ｅ）
　態様Ｄの操作用パネルにおいて、前記ヘルムホルツ共鳴器の連通部を形成する壁面が半
球面状の壁面であり、前記ヘルムホルツ共鳴器の連通部が半球面状の壁面に対して放射状
になるように設けた。
　機器の内部で発生した音が外部へと漏れ出てくる箇所が複数ある場合、半球面状の連通
部形成板２２０に対して、連通部２０３が放射状になるように設けることにより、吸音対
象の音がヘルムホルツ共鳴器の連通部２０３に入射し、ヘルムホルツ共鳴機によって吸音
される確率を高めることができる。
【００３４】
（態様Ｆ）
　態様Ｃ～Ｅのいずれか一の操作用パネルにおいて、前記ヘルムホルツ共鳴器の共鳴周波
数を規定する要素である、空洞部の体積、連通部の開口面積、連通部の連通方向の長さ、
の組み合わせが、それぞれ異なる、複数の前記ヘルムホルツ共鳴器を備えた。
　例えば、ポリゴンミラーから発生する音や、駆動モータや駆動モータによって駆動され
る被駆動部材などの駆動機構から発生する音など、吸音対象の音の周波数に応じて、複数
のヘルムホルツ共鳴器を組み合わせるようにする。これにより、吸音対象の音の周波数が
複数ある場合に、それぞれの音に対して吸音効果を高めることができる。
【００３５】
（態様Ｇ）
　態様Ｂ～Ｆのいずれか一の操作用パネルにおいて、前記ヘルムホルツ共鳴器の連通部を
、前記ヘルムホルツ共鳴器の空洞部の内側に向けて凸になるように形成した。
　ヘルムホルツ共鳴器において、連通部２０３を空洞部２０１の外側に向けて凸になるよ
うに形成した場合、機器の操作者が連通部の突起に触れた際に怪我をする恐れがある。連
通部２０３を空洞部２０１の内側に向けて凸になるように形成したことにより、機器の操
作者が連通部２０３の突起で怪我をする危険性がなくなる。
【００３６】
（態様Ｈ）
　態様Ｂ～Ｇのいずれか一の操作用パネルにおいて、前記ヘルムホルツ共鳴器の連通部を
着脱可能にした。
　これにより、ヘルムホルツ共鳴器に吸音させたい音の周波数を簡単に変更することがで
きる。
【００３７】
（態様Ｉ）
　操作用パネルと、前記操作用パネルを電子機器に連結する連結部とを備えた操作用パネ
ルユニットにおいて、前記操作用パネルとして態様Ａ～Ｈのいずれか一の操作用パネルを
用い、前記連結部は、水平軸を中心に前記操作用パネルを鉛直面に沿って回転させるチル
トヒンジである。
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　操作用パネルユニット７０はヒンジ部がチルトヒンジなので、電子機器に取り付けられ
た操作用パネルユニット７０の角度を変えることができる。操作用パネルユニット７０に
設けられたヘルムホルツ共鳴器の連通部２０３の連通方向を、機器の内部で発生した音が
外部に漏れ出てくる箇所に向け、これらの音をヘルムホルツ共鳴器に吸音させるようにす
ることで、機器の操作者に不快な音が達することを防止することができる。
【００３８】
（態様Ｊ）
　態様Ｉの操作用パネルユニットにおいて、前記操作用パネルが着脱可能であることを特
徴とする。
　操作用パネルユニット７０を着脱可能な機構にすることで、例えば、操作者が、機器周
辺の任意の位置で、操作パネルユニット７０を両手で保持して機器の操作を行うこともで
きる。この場合、機器と操作者の頭部とを結んだ経路上には、常に操作用パネルユニット
７０が位置しているので、機器の内部で発生した音が外部に漏れ出てくる箇所に対向して
操作を行うときでも、操作用パネルユニット７０の吸音部２００によって音を吸音させる
ことが可能になる。これにより、機器の操作者に不快な音が達することを防止することが
できる。なお、操作パネルユニット７０と機器との通信は、例えば、コードを介するもの
であっても、無線によるものであってもよい。
【００３９】
（態様Ｋ）
　操作用パネルユニットを備え、機器の内部と外部とが連通している開口を有し、前記開
口が前記機器の操作者の方に向いて配置されている電子機器において、前記操作用パネル
ユニットが、態様ＩまたはＪの操作用パネルユニットである。
　操作用パネルユニット７０に設けられたヘルムホルツ共鳴器によって、電子機器の内部
で発生し外部に漏れ出てくる音を吸音させることにより、電子機器の操作者に不快な音が
達することを防止することができる。
【００４０】
（態様Ｌ）
　態様Ｋの電子機器において、前記ヘルムホルツ共鳴器の連通部が前記開口の方に向くよ
うに、前記操作用パネルユニットを配置した。
　操作用パネルユニット７０に設けられたヘルムホルツ共鳴器の連通部２０３の連通方向
を、電子機器の内部で発生した音が外部に漏れ出てくる箇所に向けることにより、これら
の音をヘルムホルツ共鳴器に吸音させることが可能になる。これにより、電子機器の操作
者に不快な音が達することを防止することができる。
【００４１】
（態様Ｍ）
　電子写真方式の画像形成装置において、態様ＫまたはＬの電子機器の構成を備えたこと
を特徴とする。
　操作用パネルユニット７０に設けられたヘルムホルツ共鳴器の連通部２０３の連通方向
を、例えば排紙部など、画像形成装置の内部で発生した音が外部に漏れ出てくる箇所に向
けることにより、これらの音をヘルムホルツ共鳴器に吸音させることが可能になる。これ
により、画像形成装置の操作者に不快な音が達することを防止することができる。
【符号の説明】
【００４２】
７０　操作パネルユニット
７１　操作パネル
７２　ヒンジ部
１９９　操作パネル本体
２００　吸音部
２０１　空洞部
２０２　開口部
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２０３　連通部
２１０　空洞形成部
２２０　連通部形成板
【先行技術文献】
【特許文献】
【００４３】
【特許文献１】特許第３８１６６７８号公報
【特許文献２】特開２０００－２３５３９６号公報
【特許文献３】特開平０９－３１５６００号公報
【特許文献４】特開２００３－０８９４３７号公報

【図１】 【図２】
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